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Ⅰ 組織と事務分掌 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Ⅱ 概況 

住民の福祉の増進と市政への信頼に資するために、「市の財務に関する事務の執行」、「市の経営に係る事業の管理」、

「その他市が執行する事務」が、最小の経費で最大の効果を挙げているか、常に組織及び運営の合理化に努めているか、

法令及び条例等に基づき適正に行われているかなどを主眼とし、監査委員が監査を実施しています。 

 

監査委員 
職 名 氏 名 職 名 氏 名 職 名 氏 名 

代表監査委員 谷口 啓 識見監査委員 森口 恭子 議選監査委員 岩竹 洋一 

 

1 監査 

⑴ 定期及び監査委員が必要と認めて行う監査 

① 定期監査 

② 随時監査 

Ａ 工事監査 

Ｂ 学校用備品等実地監査 

Ｃ 普通財産実地監査 

Ｄ その他監査委員が必要と認める監査 

③ 行政監査 

④ 財政援助団体等監査 

(補助金交付団体・出資団体・指定管理者) 

⑤ 公金の収納支払事務監査 

 

⑵ 請求・要求に基づく監査 

① 住民の直接請求に基づく監査 

② 議会の請求に基づく監査 

③ 市長の要求に基づく監査 

④ 住民監査請求に基づく監査 

⑤ 職員の賠償責任に関する監査 

 

2 検査 

 例月現金出納検査 

 

3 審査 

⑴ 決算審査 

① 一般会計、特別会計 

② 公営企業会計 

 

⑵ 基金運用状況審査 

 土地開発基金、奨学金貸付基金、国民健康保険高

額療養費貸付基金 

 

⑶ 健全化判断比率等審査 

事務分掌 

⑴ 公印の管守に関すること。 

⑵ 職員の人事に関すること。 

⑶ 告示その他の規程の制定及び改廃に関すること。 

⑷ 文書の収受及び発送並びに整理保存に関すること。 

⑸ 監査、検査及び審査の実施並びにこれらの結果の報告及び公表に関すること。 

⑹ 都市監査委員会に関すること。 

⑺ 前各号に掲げるもののほか、監査委員の事務に関すること。 
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